
(57)【要約】

【課題】歩行者との事故発生の危険度を総合的に判定し

、危険度に適応した回避行動を支援すること。

【解決手段】自車カメラ３１によって撮影した車両周辺

の画像や、路車間通信装置３５、車両間通信装置３６が

受信した画像に対して画像処理部１１による画像処理を

施した後、画像認識部１２が歩行者の有無を認識する。

その結果、歩行者が存在するならば危険度算出部１３が

ナビゲーション装置２０、速度センサ３２、レーダ３３

、雨滴センサ３４などの出力を用いて歩行者と自車両と

が接触する可能性（危険度）を算出し、車両動作制御部

１４はエンジン制御装置６１、ブレーキ制御装置６２、

変速制御装置６３、ステアリング制御装置６４、乗員用

エアバッグ６５および歩行者用エアバッグ６６を制御し

て危険度に対応した車両動作の支援を実行する。

【選択図】　　　　図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 車 両 の 走 行 に か か る 情 報 を 収 集 し 、 該 収 集 し た 情 報 を も と に 車 両 の 運 転 を 支 援 す る 運 転
支 援 装 置 で あ っ て 、
　 画 像 取 得 手 段 が 取 得 し た 車 両 周 辺 の 画 像 か ら 歩 行 者 を 認 識 す る 画 像 認 識 手 段 と 、
　 前 記 画 像 認 識 手 段 に よ っ て 認 識 し た 歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 危 険 度 に 基 づ い て 自 車
両 の 動 作 制 御 を 行 な う 動 作 制 御 手 段 と 、
　 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 運 転 支 援 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 動 作 制 御 手 段 は 、 車 外 へ の 報 知 装 置 、 エ ン ジ ン 制 御 装 置 、 ブ レ ー キ 制 御 装 置 、 変 速
制 御 装 置 、 ス テ ア リ ン グ 制 御 装 置 、 乗 員 用 エ ア バ ッ グ 、 歩 行 者 用 エ ア バ ッ グ の い ず れ か 、
も し く は 車 外 へ の 報 知 装 置 、 エ ン ジ ン 制 御 装 置 、 ブ レ ー キ 制 御 装 置 、 変 速 制 御 装 置 、 ス テ
ア リ ン グ 制 御 装 置 、 乗 員 用 エ ア バ ッ グ 、 歩 行 者 用 エ ア バ ッ グ を 組 み 合 わ せ て 使 用 し た 動 作
制 御 を 行 う こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 運 転 支 援 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 動 作 制 御 手 段 は 、 前 記 危 険 度 に よ っ て 歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 可 能 性 が あ る こ
と が 示 さ れ た 場 合 に 、 前 記 エ ン ジ ン 制 御 装 置 に 対 す る 動 作 制 御 を 行 な っ て 自 車 両 の 加 速 を
制 限 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 運 転 支 援 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 動 作 制 御 手 段 は 、 前 記 危 険 度 に よ っ て 歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 可 能 性 が あ る こ
と が 示 さ れ た 場 合 に 、 前 記 エ ン ジ ン 制 御 装 置 、 前 記 ブ レ ー キ 制 御 装 置 、 前 記 変 速 制 御 装 置
に 対 す る 動 作 制 御 を 行 な っ て 運 転 者 に よ る 減 速 操 作 を 支 援 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２
ま た は ３ に 記 載 の 運 転 支 援 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 動 作 制 御 手 段 は 、 前 記 危 険 度 に よ っ て 歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 可 能 性 が あ る こ
と が 示 さ れ た 場 合 に 、 前 記 エ ン ジ ン 制 御 装 置 、 前 記 ブ レ ー キ 制 御 装 置 、 前 記 変 速 制 御 装 置
に 対 す る 動 作 制 御 を 行 な っ て 自 車 両 の 減 速 操 作 を 自 動 実 行 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２
， ３ ま た は ４ に 記 載 の 運 転 支 援 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 動 作 制 御 手 段 は 、 前 記 危 険 度 に よ っ て 歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 可 能 性 が あ る こ
と が 示 さ れ た 場 合 に 、 前 記 ス テ ア リ ン グ 制 御 装 置 に 対 す る 動 作 制 御 に よ っ て 運 転 者 に よ る
回 避 操 作 を 支 援 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ～ ５ の い ず れ か 一 つ に 記 載 の 運 転 支 援 装 置
。
【 請 求 項 ７ 】
　 動 作 制 御 手 段 は 、 前 記 危 険 度 に よ っ て 歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 可 能 性 が あ る こ と が
示 さ れ た 場 合 に 、 前 記 ス テ ア リ ン グ 装 置 に 対 す る 動 作 制 御 に よ っ て 自 車 両 の 回 避 操 作 を 自
動 実 行 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ～ ６ の い ず れ か 一 つ に 記 載 の 運 転 支 援 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 動 作 制 御 手 段 は 、 前 記 危 険 度 に よ っ て 自 車 両 の 衝 突 が 不 可 避 で あ る こ と が 示 さ れ た
場 合 に 、 前 記 エ ン ジ ン 制 御 装 置 、 前 記 ブ レ ー キ 制 御 装 置 、 前 記 変 速 制 御 装 置 、 前 記 ス テ ア
リ ン グ 制 御 装 置 に 対 す る 動 作 制 御 を 行 な っ て 被 害 が 最 小 化 と な る 走 行 制 御 を 自 動 実 行 す る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ～ ７ の い ず れ か 一 つ に 記 載 の 運 転 支 援 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 動 作 制 御 手 段 は 、 前 記 危 険 度 に よ っ て 自 車 両 の 衝 突 が 不 可 避 で あ る こ と が 示 さ れ た
場 合 に 、 前 記 乗 員 用 エ ア バ ッ グ を 展 開 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ～ ８ の い ず れ か 一 つ
に 記 載 の 運 転 支 援 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 動 作 制 御 手 段 は 、 前 記 危 険 度 に よ っ て 自 車 両 の 歩 行 者 に 対 す る 接 触 が 不 可 避 で あ る
こ と が 示 さ れ た 場 合 に 、 前 記 歩 行 者 用 エ ア バ ッ グ を 展 開 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ～
９ の い ず れ か 一 つ に 記 載 の 運 転 支 援 装 置 。
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【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 危 険 度 は 、 道 路 形 状 、 前 記 歩 行 者 の 状 態 、 前 記 歩 行 者 と 自 車 両 と の 相 対 距 離 お よ び
相 対 速 度 を 用 い て 算 出 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ １ ０ の い ず れ か 一 つ に 記 載 の 運
転 支 援 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 危 険 度 は 、 周 辺 車 両 の 状 態 、 周 辺 の 地 図 情 報 、 時 刻 情 報 、 天 候 情 報 の う ち 、 少 な く
と も い ず れ か 一 つ を さ ら に 用 い て 算 出 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ １ に 記 載 の 運 転 支
援 装 置 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 前 記 道 路 形 状 、 前 記 歩 行 者 の 状 態 、 前 記 相 対 距 離 お よ び 相 対 速 度 、 周 辺 車 両 の 状 態 、 天
候 情 報 の う ち 、 少 な く と も い ず れ か 一 つ が 画 像 処 理 に よ っ て 取 得 さ れ る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 １ ２ に 記 載 の 運 転 支 援 装 置 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 前 記 道 路 形 状 、 前 記 周 辺 の 地 図 情 報 お よ び 前 記 時 刻 情 報 の う ち 、 少 な く と も い ず れ か 一
つ が ナ ビ ゲ ー シ ョ ン 装 置 か ら 取 得 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ２ に 記 載 の 運 転 支 援 装
置 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 前 記 危 険 度 算 出 手 段 は 、 周 辺 車 両 と の 車 両 間 通 信 に よ っ て 前 記 周 辺 車 両 の 状 態 を 取 得 す
る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ １ ～ １ ４ の い ず れ か 一 つ に 記 載 の 運 転 支 援 装 置 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 前 記 画 像 取 得 手 段 は 、 自 車 両 に 搭 載 し た 車 載 撮 影 装 置 か ら 前 記 車 両 周 辺 の 画 像 を 取 得 す
る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ １ ５ の い ず れ か 一 つ に 記 載 の 運 転 支 援 装 置 。
【 請 求 項 １ ７ 】
　 前 記 画 像 取 得 手 段 は 、 外 部 と の 通 信 に よ っ て 前 記 車 両 周 辺 の 画 像 を 取 得 す る こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 １ ～ １ ６ の い ず れ か 一 つ に 記 載 の 運 転 支 援 装 置 。
【 請 求 項 １ ８ 】
　 車 両 の 走 行 に か か る 情 報 を 収 集 し 、 該 収 集 し た 情 報 を も と に 車 両 の 運 転 を 支 援 す る 運 転
支 援 装 置 で あ っ て 、
　 画 像 取 得 手 段 が 取 得 し た 車 両 周 辺 の 画 像 か ら 歩 行 者 を 認 識 す る 画 像 認 識 手 段 と 、
　 自 車 両 の 走 行 し て い る 道 路 上 の 走 行 環 境 を 検 出 す る 走 行 環 境 検 出 手 段 と 、
　 前 記 画 像 認 識 手 段 お よ び 前 記 走 行 環 境 検 出 手 段 に 基 づ い て 自 車 両 の 動 作 制 御 を 行 な う 動
作 制 御 手 段 と 、
　 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 運 転 支 援 装 置 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 こ の 発 明 は 、 車 両 の 走 行 に か か る 情 報 を 収 集 し 、 該 収 集 し た 情 報 を も と に 車 両 の 運 転 を
支 援 す る 運 転 支 援 装 置 に 関 し 、 特 に 歩 行 者 の 安 全 を 確 保 す る 運 転 支 援 装 置 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 従 来 か ら 車 両 事 故 、 特 に 車 両 と 歩 行 者 （ 自 転 車 な ど を 含 む ） と の 事 故 の 防 止 は 非 常 に 重
要 な 課 題 で あ る 。 こ の よ う な 事 故 で は 、 特 に 歩 行 者 側 の 被 害 が 大 き く な る た め 、 車 両 側 に
お い て 歩 行 者 と の 接 触 を 防 止 す べ く 、 各 種 技 術 が 考 案 さ れ て き た 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 た と え ば 、 特 許 文 献 １ は 、 歩 行 者 の 存 在 を 認 識 し た 場 合 に ブ レ ー キ 命 令 や ラ イ ト 点 滅 命
令 を 出 力 す る こ と で 歩 行 者 と の 衝 突 を 回 避 す る が 開 示 す る 車 載 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム を 開
示 し て い る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 ２ ０ ０ ３ － １ ８ ２ ４ ７ ４ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
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【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 上 述 し た 従 来 の 技 術 で は 、 歩 行 者 を 認 識 し た 時 点 で ブ レ ー キ を か け る こ と で 歩 行 者 を 保
護 し て い る が 、 た と え ば 歩 行 者 が 自 車 両 を 認 識 し 、 余 裕 を も っ て 回 避 で き る 場 合 な ど に は
、 必 ず し も ブ レ ー キ を か け る 必 要 は な い 。 ま た 、 後 続 車 両 な ど と の 関 係 に よ っ て は 、 減 速
に よ っ て 後 続 車 両 と の 不 要 な 接 触 が 生 じ る 可 能 性 が あ る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 ま た 、 自 車 両 の 減 速 に よ っ て も 歩 行 者 と の 接 触 を 回 避 で き な い 場 合 に は 、 操 舵 に よ っ て
自 車 両 の 進 行 方 向 を 変 更 し 、 接 触 を 回 避 す る 必 要 が あ る 。 さ ら に 、 歩 行 者 保 護 の 観 点 か ら
は 、 自 車 両 が 他 の 障 害 物 に 敢 え て 衝 突 す る こ と で 、 歩 行 者 と の 衝 突 を 防 ぐ こ と が 必 要 な 状
況 も 発 生 し う る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 こ の よ う に 、 歩 行 者 と の 接 触 や 衝 突 を 回 避 す る た め に は 、 単 に ブ レ ー キ を か け る の み で
は 対 応 で き な い 場 合 が あ り 、 状 況 に 適 応 し た 回 避 行 動 を 実 行 す る 必 要 が あ る 。 し か し な が
ら 、 従 来 、 こ の よ う な 回 避 行 動 は 運 転 者 の 運 転 操 作 に 依 存 し て お り 、 車 両 側 か ら の 充 分 な
支 援 が 行 わ れ て い な い と い う 問 題 点 が あ っ た 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 そ こ で 、 事 故 発 生 の 危 険 度 合 い を 総 合 的 に 判 断 し 、 状 況 に 適 応 し た 回 避 行 動 を 支 援 す る
運 転 支 援 装 置 の 実 現 が 重 要 な 課 題 と な っ て い た 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 こ の 発 明 は 、 上 述 し た 従 来 技 術 に よ る 問 題 点 を 解 消 し 、 課 題 を 解 決 す る た め に な さ れ た
も の で あ り 、 歩 行 者 と の 事 故 発 生 の 危 険 度 を 総 合 的 に 判 定 し 、 危 険 度 に 適 応 し た 回 避 行 動
を 支 援 す る 運 転 支 援 装 置 を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 上 述 し た 課 題 を 解 決 し 、 目 的 を 達 成 す る た め 、 請 求 項 １ の 発 明 に 係 る 運 転 支 援 装 置 は 、
車 両 の 走 行 に か か る 情 報 を 収 集 し 、 該 収 集 し た 情 報 を も と に 車 両 の 運 転 を 支 援 す る 運 転 支
援 装 置 で あ っ て 、 画 像 取 得 手 段 が 取 得 し た 車 両 周 辺 の 画 像 か ら 歩 行 者 を 認 識 す る 画 像 認 識
手 段 と 、 前 記 画 像 認 識 手 段 に よ っ て 認 識 し た 歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 危 険 度 に 基 づ い
て 自 車 両 の 動 作 制 御 を 行 な う 動 作 制 御 手 段 と 、 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 こ の 請 求 項 １ の 発 明 に よ れ ば 運 転 支 援 装 置 は 、 車 両 周 辺 の 画 像 を 取 得 し て 歩 行 者 を 画 像
認 識 し 、 認 識 し た 歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 危 険 の 度 合 い を 算 出 し 、 算 出 さ れ た 危 険 度
に 基 づ い て 自 車 両 の 動 作 を 制 御 す る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 ま た 、 請 求 項 ２ の 発 明 に 係 る 運 転 支 援 装 置 は 、 請 求 項 １ の 発 明 に お い て 、 前 記 動 作 制 御
手 段 は 、 車 外 へ の 報 知 装 置 、 エ ン ジ ン 制 御 装 置 、 ブ レ ー キ 制 御 装 置 、 変 速 制 御 装 置 、 ス テ
ア リ ン グ 制 御 装 置 、 乗 員 用 エ ア バ ッ グ 、 歩 行 者 用 エ ア バ ッ グ の い ず れ か 、 も し く は 車 外 へ
の 報 知 装 置 、 エ ン ジ ン 制 御 装 置 、 ブ レ ー キ 制 御 装 置 、 変 速 制 御 装 置 、 ス テ ア リ ン グ 制 御 装
置 、 乗 員 用 エ ア バ ッ グ 、 歩 行 者 用 エ ア バ ッ グ を 組 み 合 わ せ て 使 用 し た 動 作 制 御 を 行 う こ と
を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 こ の 請 求 項 ２ の 発 明 に よ れ ば 運 転 支 援 装 置 は 、 車 両 周 辺 の 画 像 を 取 得 し て 歩 行 者 を 画 像
認 識 し 、 認 識 し た 歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 危 険 の 度 合 い を 算 出 し 、 算 出 さ れ た 危 険 度
に 基 づ い て 、 車 外 へ の 報 知 装 置 、 エ ン ジ ン 制 御 装 置 、 ブ レ ー キ 制 御 装 置 、 変 速 制 御 装 置 、
ス テ ア リ ン グ 制 御 装 置 、 乗 員 用 エ ア バ ッ グ 、 歩 行 者 用 エ ア バ ッ グ の い ず れ か 、 も し く は そ
の 組 み 合 わ せ の 動 作 を 制 御 す る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 ま た 、 請 求 項 ３ の 発 明 に 係 る 運 転 支 援 装 置 は 、 請 求 項 ２ の 発 明 に お い て 、 前 記 動 作 制 御
手 段 は 、 前 記 危 険 度 に よ っ て 歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 可 能 性 が あ る こ と が 示 さ れ た 場
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合 に 、 前 記 エ ン ジ ン 制 御 装 置 に 対 す る 動 作 制 御 を 行 な っ て 自 車 両 の 加 速 を 制 限 す る こ と を
特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 こ の 請 求 項 ３ の 発 明 に よ れ ば 運 転 支 援 装 置 は 、 車 両 周 辺 の 画 像 を 取 得 し て 歩 行 者 を 画 像
認 識 し 、 認 識 し た 歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 危 険 の 度 合 い を 算 出 し 、 危 険 度 に よ っ て 歩
行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 可 能 性 が あ る こ と が 示 さ れ た 場 合 に 、 エ ン ジ ン 制 御 装 置 の 動 作
制 御 に よ っ て 自 車 両 の 加 速 を 制 限 す る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 ま た 、 請 求 項 ４ の 発 明 に 係 る 運 転 支 援 装 置 は 、 請 求 項 ２ ま た は ３ の 発 明 に お い て 、 前 記
動 作 制 御 手 段 は 、 前 記 危 険 度 に よ っ て 歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 可 能 性 が あ る こ と が 示
さ れ た 場 合 に 、 前 記 エ ン ジ ン 制 御 装 置 、 前 記 ブ レ ー キ 制 御 装 置 、 前 記 変 速 制 御 装 置 に 対 す
る 動 作 制 御 を 行 な っ て 運 転 者 に よ る 減 速 操 作 を 支 援 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 こ の 請 求 項 ４ の 発 明 に よ れ ば 運 転 支 援 装 置 は 、 車 両 周 辺 の 画 像 を 取 得 し て 歩 行 者 を 画 像
認 識 し 、 認 識 し た 歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 危 険 の 度 合 い を 算 出 し 、 危 険 度 に よ っ て 歩
行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 可 能 性 が あ る こ と が 示 さ れ た 場 合 に 、 エ ン ジ ン 制 御 装 置 、 ブ レ
ー キ 制 御 装 置 、 変 速 制 御 装 置 に 対 す る 動 作 制 御 を 行 な っ て 運 転 者 に よ る 減 速 操 作 を 支 援 す
る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 ま た 、 請 求 項 ５ の 発 明 に 係 る 運 転 支 援 装 置 は 、 請 求 項 ２ ， ３ ま た は ４ の 発 明 に お い て 、
前 記 動 作 制 御 手 段 は 、 前 記 危 険 度 に よ っ て 歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 可 能 性 が あ る こ と
が 示 さ れ た 場 合 に 、 前 記 エ ン ジ ン 制 御 装 置 、 前 記 ブ レ ー キ 制 御 装 置 、 前 記 変 速 制 御 装 置 に
対 す る 動 作 制 御 を 行 な っ て 自 車 両 の 減 速 操 作 を 自 動 実 行 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 こ の 請 求 項 ５ の 発 明 に よ れ ば 運 転 支 援 装 置 は 、 車 両 周 辺 の 画 像 を 取 得 し て 歩 行 者 を 画 像
認 識 し 、 認 識 し た 歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 危 険 の 度 合 い を 算 出 し 、 危 険 度 に よ っ て 歩
行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 可 能 性 が あ る こ と が 示 さ れ た 場 合 に 、 エ ン ジ ン 制 御 装 置 、 ブ レ
ー キ 制 御 装 置 、 変 速 制 御 装 置 に 対 す る 動 作 制 御 を 行 な っ て 自 車 両 を 自 動 的 に 減 速 さ せ る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 ま た 、 請 求 項 ６ の 発 明 に 係 る 運 転 支 援 装 置 は 、 請 求 項 ２ ～ ５ の い ず れ か 一 つ 発 明 に お い
て 、 前 記 動 作 制 御 手 段 は 、 前 記 危 険 度 に よ っ て 歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 可 能 性 が あ る
こ と が 示 さ れ た 場 合 に 、 前 記 ス テ ア リ ン グ 制 御 装 置 に 対 す る 動 作 制 御 に よ っ て 運 転 者 に よ
る 回 避 操 作 を 支 援 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 こ の 請 求 項 ６ の 発 明 に よ れ ば 運 転 支 援 装 置 は 、 車 両 周 辺 の 画 像 を 取 得 し て 歩 行 者 を 画 像
認 識 し 、 認 識 し た 歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 危 険 の 度 合 い を 算 出 し 、 危 険 度 に よ っ て 歩
行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 可 能 性 が あ る こ と が 示 さ れ た 場 合 に ス テ ア リ ン グ 制 御 装 置 に 対
す る 動 作 制 御 を 行 な っ て 運 転 者 に よ る 回 避 操 作 を 支 援 す る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 ま た 、 請 求 項 ７ の 発 明 に 係 る 運 転 支 援 装 置 は 、 請 求 項 ２ ～ ６ の い ず れ か 一 つ の 発 明 に お
い て 、 動 作 制 御 手 段 は 、 前 記 危 険 度 に よ っ て 歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 可 能 性 が あ る こ
と が 示 さ れ た 場 合 に 、 前 記 ス テ ア リ ン グ 装 置 に 対 す る 動 作 制 御 に よ っ て 自 車 両 の 回 避 操 作
を 自 動 実 行 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 こ の 請 求 項 ７ の 発 明 に よ れ ば 運 転 支 援 装 置 は 、 車 両 周 辺 の 画 像 を 取 得 し て 歩 行 者 を 画 像
認 識 し 、 認 識 し た 歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 危 険 の 度 合 い を 算 出 し 、 危 険 度 に よ っ て 歩
行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 可 能 性 が あ る こ と が 示 さ れ た 場 合 に ス テ ア リ ン グ 制 御 装 置 に 対
す る 動 作 制 御 を 行 な っ て 自 律 的 に 歩 行 者 の 回 避 を 実 行 す る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 ま た 、 請 求 項 ８ の 発 明 に 係 る 運 転 支 援 装 置 は 、 請 求 項 ２ ～ ７ の い ず れ か 一 つ の 発 明 に お
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い て 、 前 記 動 作 制 御 手 段 は 、 前 記 危 険 度 に よ っ て 自 車 両 の 衝 突 が 不 可 避 で あ る こ と が 示 さ
れ た 場 合 に 、 前 記 エ ン ジ ン 制 御 装 置 、 前 記 ブ レ ー キ 制 御 装 置 、 前 記 変 速 制 御 装 置 、 前 記 ス
テ ア リ ン グ 制 御 装 置 に 対 す る 動 作 制 御 を 行 な っ て 被 害 が 最 小 化 と な る 走 行 制 御 を 自 動 実 行
す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 こ の 請 求 項 ８ の 発 明 に よ れ ば 運 転 支 援 装 置 は 、 車 両 周 辺 の 画 像 を 取 得 し て 歩 行 者 を 画 像
認 識 し 、 認 識 し た 歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 危 険 の 度 合 い を 算 出 し 、 危 険 度 に よ っ て 自
車 両 の 衝 突 が 不 可 避 で あ る こ と が 示 さ れ た 場 合 に エ ン ジ ン 制 御 装 置 、 ブ レ ー キ 制 御 装 置 、
変 速 制 御 装 置 、 ス テ ア リ ン グ 制 御 装 置 に 対 す る 動 作 制 御 を 行 な っ て 被 害 が 最 小 化 と な る 走
行 制 御 を 自 動 実 行 す る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 ま た 、 請 求 項 ９ の 発 明 に 係 る 運 転 支 援 装 置 は 、 請 求 項 ２ ～ ８ の い ず れ か 一 つ の 発 明 に お
い て 、 前 記 動 作 制 御 手 段 は 、 前 記 危 険 度 に よ っ て 自 車 両 の 衝 突 が 不 可 避 で あ る こ と が 示 さ
れ た 場 合 に 、 前 記 乗 員 用 エ ア バ ッ グ を 展 開 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 こ の 請 求 項 ９ の 発 明 に よ れ ば 運 転 支 援 装 置 は 、 車 両 周 辺 の 画 像 を 取 得 し て 歩 行 者 を 画 像
認 識 し 、 認 識 し た 歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 危 険 の 度 合 い を 算 出 し 、 危 険 度 に よ っ て 自
車 両 の 衝 突 が 不 可 避 で あ る こ と が 示 さ れ た 場 合 に 乗 員 用 エ ア バ ッ グ を 展 開 す る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ ０ の 発 明 に 係 る 運 転 支 援 装 置 は 、 請 求 項 ２ ～ ９ の い ず れ か 一 つ 発 明 に お
い て 、 前 記 動 作 制 御 手 段 は 、 前 記 危 険 度 に よ っ て 自 車 両 の 歩 行 者 に 対 す る 接 触 が 不 可 避 で
あ る こ と が 示 さ れ た 場 合 に 、 前 記 歩 行 者 用 エ ア バ ッ グ を 展 開 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 こ の 請 求 項 １ ０ の 発 明 に よ れ ば 運 転 支 援 装 置 は 、 車 両 周 辺 の 画 像 を 取 得 し て 歩 行 者 を 画
像 認 識 し 、 認 識 し た 歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 危 険 の 度 合 い を 算 出 し 、 危 険 度 に よ っ て
自 車 両 の 歩 行 者 へ の 接 触 が 不 可 避 で あ る こ と が 示 さ れ た 場 合 に 歩 行 者 用 エ ア バ ッ グ を 展 開
す る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ １ の 発 明 に 係 る 運 転 支 援 装 置 は 、 請 求 項 １ ～ １ ０ の い ず れ か 一 つ の 発 明
に お い て 、 前 記 危 険 度 は 、 道 路 形 状 、 前 記 歩 行 者 の 状 態 、 前 記 歩 行 者 と 自 車 両 と の 相 対 距
離 お よ び 相 対 速 度 を 用 い て 算 出 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 こ の 請 求 項 １ １ の 発 明 に よ れ ば 運 転 支 援 装 置 は 、 車 両 周 辺 の 画 像 を 取 得 し て 歩 行 者 を 画
像 認 識 し 、 道 路 形 状 、 前 記 歩 行 者 の 状 態 、 前 記 歩 行 者 と 自 車 両 と の 相 対 距 離 お よ び 相 対 速
度 を 用 い て 歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 危 険 の 度 合 い を 算 出 し 、 算 出 さ れ た 危 険 度 に 基 づ
い て 自 車 両 の 動 作 を 制 御 す る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ ２ の 発 明 に 係 る 運 転 支 援 装 置 は 、 請 求 項 １ １ の 発 明 に お い て 、 前 記 危 険
度 は 、 周 辺 車 両 の 状 態 、 周 辺 の 地 図 情 報 、 時 刻 情 報 、 天 候 情 報 の う ち 、 少 な く と も い ず れ
か 一 つ を さ ら に 用 い て 算 出 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 こ の 請 求 項 １ ２ の 発 明 に よ れ ば 運 転 支 援 装 置 は 、 車 両 周 辺 の 画 像 を 取 得 し て 歩 行 者 を 画
像 認 識 し 、 周 辺 車 両 の 状 態 、 周 辺 の 地 図 情 報 、 時 刻 情 報 、 天 候 情 報 な ど を 用 い て 歩 行 者 と
自 車 両 と が 接 触 す る 危 険 の 度 合 い を 算 出 し 、 算 出 さ れ た 危 険 度 に 基 づ い て 自 車 両 の 動 作 を
制 御 す る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ ３ の 発 明 に 係 る 運 転 支 援 装 置 は 、 請 求 項 １ ２ の 発 明 に お い て 、 前 記 道 路
形 状 、 前 記 歩 行 者 の 状 態 、 前 記 相 対 距 離 お よ び 相 対 速 度 、 周 辺 車 両 の 状 態 、 天 候 情 報 の う
ち 、 少 な く と も い ず れ か 一 つ が 画 像 処 理 に よ っ て 取 得 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
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　 こ の 請 求 項 １ ３ の 発 明 に よ れ ば 運 転 支 援 装 置 は 、 車 両 周 辺 の 画 像 を 取 得 し て 歩 行 者 の 有
無 、 歩 行 者 の 状 態 、 道 路 形 状 、 歩 行 者 と 自 車 両 と の 相 対 距 離 お よ び 相 対 速 度 、 周 辺 車 両 の
状 況 、 天 候 な ど を 画 像 認 識 し て 歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 危 険 の 度 合 い を 算 出 し 、 算 出
さ れ た 危 険 度 に 基 づ い て 自 車 両 の 動 作 を 制 御 す る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ ４ の 発 明 に 係 る 運 転 支 援 装 置 は 、 請 求 項 １ ２ の 発 明 に お い て 、 前 記 道 路
形 状 、 前 記 周 辺 の 地 図 情 報 お よ び 前 記 時 刻 情 報 の う ち 、 少 な く と も い ず れ か 一 つ が ナ ビ ゲ
ー シ ョ ン 装 置 か ら 取 得 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 こ の 請 求 項 １ ４ の 発 明 に よ れ ば 運 転 支 援 装 置 は 、 車 両 周 辺 の 画 像 を 取 得 し て 歩 行 者 を 画
像 認 識 す る と と も に ナ ビ ゲ ー シ ョ ン 装 置 か ら 道 路 形 状 、 周 辺 の 地 図 情 報 、 時 刻 情 報 な ど を
取 得 し て 自 車 両 と が 接 触 す る 危 険 の 度 合 い を 算 出 し 、 算 出 さ れ た 危 険 度 に 基 づ い て 自 車 両
の 動 作 を 制 御 す る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ ５ の 発 明 に 係 る 運 転 支 援 装 置 は 、 請 求 項 １ １ ～ １ ４ の い ず れ か 一 つ の 発
明 に お い て 、 前 記 危 険 度 算 出 手 段 は 、 周 辺 車 両 と の 車 両 間 通 信 に よ っ て 前 記 周 辺 車 両 の 状
態 を 取 得 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 こ の 請 求 項 １ ５ の 発 明 に よ れ ば 運 転 支 援 装 置 は 、 車 両 周 辺 の 画 像 を 取 得 し て 歩 行 者 を 画
像 認 識 す る と と も に 周 辺 車 両 と の 車 両 間 通 信 に よ っ て 周 辺 車 両 の 状 態 を 取 得 し て 歩 行 者 と
自 車 両 と が 接 触 す る 危 険 の 度 合 い を 算 出 し 、 算 出 さ れ た 危 険 度 に 基 づ い て 自 車 両 の 動 作 を
制 御 す る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ ６ の 発 明 に 係 る 運 転 支 援 装 置 は 、 請 求 項 １ ～ １ ５ の い ず れ か 一 つ の 発 明
に お い て 、 前 記 画 像 取 得 手 段 は 、 自 車 両 に 搭 載 し た 車 載 撮 影 装 置 か ら 前 記 車 両 周 辺 の 画 像
を 取 得 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 こ の 請 求 項 １ ６ の 発 明 に よ れ ば 運 転 支 援 装 置 は 、 自 車 両 周 辺 の 画 像 を 撮 影 し て 歩 行 者 を
画 像 認 識 し 、 認 識 し た 歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 危 険 の 度 合 い を 算 出 し 、 算 出 さ れ た 危
険 度 に 基 づ い て 自 車 両 の 動 作 を 制 御 す る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ ７ の 発 明 に 係 る 運 転 支 援 装 置 は 、 請 求 項 １ ～ １ ６ の い ず れ か 一 つ の 発 明
に お い て 、 前 記 画 像 取 得 手 段 は 、 外 部 と の 通 信 に よ っ て 前 記 車 両 周 辺 の 画 像 を 取 得 す る こ
と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 こ の 請 求 項 １ ７ の 発 明 に よ れ ば 運 転 支 援 装 置 は 、 外 部 と の 通 信 に よ っ て 自 車 両 周 辺 の 画
像 を 取 得 し て 歩 行 者 を 画 像 認 識 し 、 認 識 し た 歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 危 険 の 度 合 い を
算 出 し 、 算 出 さ れ た 危 険 度 に 基 づ い て 自 車 両 の 動 作 を 制 御 す る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ ８ の 発 明 に 係 る 運 転 支 援 装 置 は 、 車 両 の 走 行 に か か る 情 報 を 収 集 し 、 該
収 集 し た 情 報 を も と に 車 両 の 運 転 を 支 援 す る 運 転 支 援 装 置 で あ っ て 、 画 像 取 得 手 段 が 取 得
し た 車 両 周 辺 の 画 像 か ら 歩 行 者 を 認 識 す る 画 像 認 識 手 段 と 、 自 車 両 の 走 行 し て い る 道 路 上
の 走 行 環 境 を 検 出 す る 走 行 環 境 検 出 手 段 と 、 前 記 画 像 認 識 手 段 お よ び 前 記 走 行 環 境 検 出 手
段 に 基 づ い て 自 車 両 の 動 作 制 御 を 行 な う 動 作 制 御 手 段 と 、 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 こ の 請 求 項 １ ８ の 発 明 に よ れ ば 運 転 支 援 装 置 は 、 車 両 周 辺 の 画 像 を 取 得 し て 歩 行 者 を 画
像 認 識 す る と と も に 自 車 両 の 走 行 環 境 を 検 出 し て 車 両 動 作 を 制 御 す る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 請 求 項 １ の 発 明 に よ れ ば 運 転 支 援 装 置 は 、 車 両 周 辺 の 画 像 を 取 得 し て 歩 行 者 を 画 像 認 識
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し 、 認 識 し た 歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 危 険 の 度 合 い を 算 出 し 、 算 出 さ れ た 危 険 度 に 基
づ い て 自 車 両 の 動 作 を 制 御 す る の で 、 歩 行 者 と の 事 故 発 生 の 危 険 度 を 総 合 的 に 判 定 し 、 危
険 度 に 適 応 し た 回 避 行 動 を 支 援 す る 運 転 支 援 装 置 を 得 る こ と が で き る と い う 効 果 を 奏 す る
。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 ま た 、 請 求 項 ２ の 発 明 に よ れ ば 運 転 支 援 装 置 は 、 車 両 周 辺 の 画 像 を 取 得 し て 歩 行 者 を 画
像 認 識 し 、 認 識 し た 歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 危 険 の 度 合 い を 算 出 し 、 算 出 さ れ た 危 険
度 に 基 づ い て 、 車 外 へ の 報 知 装 置 、 エ ン ジ ン 制 御 装 置 、 ブ レ ー キ 制 御 装 置 、 変 速 制 御 装 置
、 ス テ ア リ ン グ 制 御 装 置 、 乗 員 用 エ ア バ ッ グ 、 歩 行 者 用 エ ア バ ッ グ の い ず れ か 、 も し く は
そ の 組 み 合 わ せ の 動 作 を 制 御 す る の で 、 歩 行 者 と の 事 故 発 生 の 危 険 度 を 総 合 的 に 判 定 し 、
危 険 度 に 適 応 し て 各 種 車 載 機 器 を 制 御 す る 運 転 支 援 装 置 を 得 る こ と が で き る と い う 効 果 を
奏 す る 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 ま た 、 請 求 項 ３ の 発 明 に よ れ ば 運 転 支 援 装 置 は 、 車 両 周 辺 の 画 像 を 取 得 し て 歩 行 者 を 画
像 認 識 し 、 認 識 し た 歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 危 険 の 度 合 い を 算 出 し 、 危 険 度 に よ っ て
歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 可 能 性 が あ る こ と が 示 さ れ た 場 合 に 、 エ ン ジ ン 制 御 装 置 の 動
作 制 御 に よ っ て 自 車 両 の 加 速 を 制 限 す る の で 、 走 行 速 度 を 抑 制 し 、 も っ て 歩 行 者 を 保 護 す
る 運 転 支 援 装 置 を 得 る こ と が で き る と い う 効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 ま た 、 請 求 項 ４ の 発 明 に よ れ ば 運 転 支 援 装 置 は 、 車 両 周 辺 の 画 像 を 取 得 し て 歩 行 者 を 画
像 認 識 し 、 認 識 し た 歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 危 険 の 度 合 い を 算 出 し 、 危 険 度 に よ っ て
歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 可 能 性 が あ る こ と が 示 さ れ た 場 合 に 、 エ ン ジ ン 制 御 装 置 、 ブ
レ ー キ 制 御 装 置 、 変 速 制 御 装 置 に 対 す る 動 作 制 御 を 行 な っ て 運 転 者 に よ る 減 速 操 作 を 支 援
す る の で 、 状 況 に 適 応 し た 運 転 操 作 の 支 援 に よ っ て 歩 行 者 保 護 を 行 な う 運 転 支 援 装 置 を 得
る こ と が で き る と い う 効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 ま た 、 請 求 項 ５ の 発 明 に よ れ ば 運 転 支 援 装 置 は 、 車 両 周 辺 の 画 像 を 取 得 し て 歩 行 者 を 画
像 認 識 し 、 認 識 し た 歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 危 険 の 度 合 い を 算 出 し 、 危 険 度 に よ っ て
歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 可 能 性 が あ る こ と が 示 さ れ た 場 合 に 、 エ ン ジ ン 制 御 装 置 、 ブ
レ ー キ 制 御 装 置 、 変 速 制 御 装 置 に 対 す る 動 作 制 御 を 行 な っ て 自 車 両 を 自 動 的 に 減 速 さ せ る
の で 、 状 況 に 適 応 し て 自 動 的 に 減 速 し 、 も っ て 歩 行 者 を 保 護 す る 運 転 支 援 装 置 を 得 る こ と
が で き る と い う 効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ５ １ 】
　 ま た 、 請 求 項 ６ の 発 明 に よ れ ば 運 転 支 援 装 置 は 、 車 両 周 辺 の 画 像 を 取 得 し て 歩 行 者 を 画
像 認 識 し 、 認 識 し た 歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 危 険 の 度 合 い を 算 出 し 、 危 険 度 に よ っ て
歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 可 能 性 が あ る こ と が 示 さ れ た 場 合 に ス テ ア リ ン グ 制 御 装 置 に
対 す る 動 作 制 御 を 行 な っ て 運 転 者 に よ る 回 避 操 作 を 支 援 す る の で 、 状 況 に 適 応 し た 運 転 操
作 の 支 援 に よ っ て 歩 行 者 保 護 を 行 な う 運 転 支 援 装 置 を 得 る こ と が で き る と い う 効 果 を 奏 す
る 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
　 ま た 、 請 求 項 ７ の 発 明 に よ れ ば 運 転 支 援 装 置 は 、 車 両 周 辺 の 画 像 を 取 得 し て 歩 行 者 を 画
像 認 識 し 、 認 識 し た 歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 危 険 の 度 合 い を 算 出 し 、 危 険 度 に よ っ て
歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 可 能 性 が あ る こ と が 示 さ れ た 場 合 に ス テ ア リ ン グ 制 御 装 置 に
対 す る 動 作 制 御 を 行 な っ て 自 律 的 に 歩 行 者 の 回 避 を 実 行 す る の で 、 状 況 に 適 応 し て 自 動 的
に 歩 行 者 を 回 避 す る 運 転 支 援 装 置 を 得 る こ と が で き る と い う 効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
　 ま た 、 請 求 項 ８ の 発 明 に よ れ ば 運 転 支 援 装 置 は 、 車 両 周 辺 の 画 像 を 取 得 し て 歩 行 者 を 画
像 認 識 し 、 認 識 し た 歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 危 険 の 度 合 い を 算 出 し 、 危 険 度 に よ っ て
自 車 両 の 衝 突 が 不 可 避 で あ る こ と が 示 さ れ た 場 合 に エ ン ジ ン 制 御 装 置 、 ブ レ ー キ 制 御 装 置
、 変 速 制 御 装 置 、 ス テ ア リ ン グ 制 御 装 置 に 対 す る 動 作 制 御 を 行 な っ て 被 害 が 最 小 化 と な る
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走 行 制 御 を 自 動 実 行 す る の で 、 自 車 両 の 衝 突 が 避 け ら れ な い 状 況 下 で あ っ て も 歩 行 者 を 保
護 す る 運 転 支 援 装 置 を 得 る こ と が で き る と い う 効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
　 ま た 、 請 求 項 ９ の 発 明 に よ れ ば 運 転 支 援 装 置 は 、 車 両 周 辺 の 画 像 を 取 得 し て 歩 行 者 を 画
像 認 識 し 、 認 識 し た 歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 危 険 の 度 合 い を 算 出 し 、 危 険 度 に よ っ て
自 車 両 の 衝 突 が 不 可 避 で あ る こ と が 示 さ れ た 場 合 に 乗 員 用 エ ア バ ッ グ を 展 開 す る の で 、 自
車 両 の 衝 突 が 避 け ら れ な い 状 況 で 乗 員 を 保 護 す る 運 転 支 援 装 置 を 得 る こ と が で き る と い う
効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ５ ５ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ ０ の 発 明 に よ れ ば 運 転 支 援 装 置 は 、 車 両 周 辺 の 画 像 を 取 得 し て 歩 行 者 を
画 像 認 識 し 、 認 識 し た 歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 危 険 の 度 合 い を 算 出 し 、 危 険 度 に よ っ
て 自 車 両 の 歩 行 者 へ の 接 触 が 不 可 避 で あ る こ と が 示 さ れ た 場 合 に 歩 行 者 用 エ ア バ ッ グ を 展
開 す る の で 、 歩 行 者 と の 接 触 が 避 け ら れ な い 場 合 に 歩 行 者 へ の 衝 撃 を 緩 衝 す る 運 転 支 援 装
置 を 得 る こ と が で き る と い う 効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ５ ６ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ １ の 発 明 に よ れ ば 運 転 支 援 装 置 は 、 車 両 周 辺 の 画 像 を 取 得 し て 歩 行 者 を
画 像 認 識 し 、 道 路 形 状 、 前 記 歩 行 者 の 状 態 、 前 記 歩 行 者 と 自 車 両 と の 相 対 距 離 お よ び 相 対
速 度 を 用 い て 歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 危 険 の 度 合 い を 算 出 し 、 算 出 さ れ た 危 険 度 に 基
づ い て 自 車 両 の 動 作 を 制 御 す る の で 、 歩 行 者 と の 事 故 発 生 の 危 険 度 を 総 合 的 に 判 定 し 、 危
険 度 に 適 応 し た 動 作 制 御 に よ っ て 事 故 防 止 お よ び 被 害 軽 減 を 行 な う 運 転 支 援 装 置 を 得 る こ
と が で き る と い う 効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ５ ７ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ ２ の 発 明 に よ れ ば 運 転 支 援 装 置 は 、 車 両 周 辺 の 画 像 を 取 得 し て 歩 行 者 を
画 像 認 識 し 、 周 辺 車 両 の 状 態 、 周 辺 の 地 図 情 報 、 時 刻 情 報 、 天 候 情 報 な ど を 用 い て 歩 行 者
と 自 車 両 と が 接 触 す る 危 険 の 度 合 い を 算 出 し 、 算 出 さ れ た 危 険 度 に 基 づ い て 自 車 両 の 動 作
を 制 御 す る の で 、 歩 行 者 と の 事 故 発 生 の 危 険 度 を 精 度 よ く 判 定 し 、 危 険 度 に 適 応 し た 動 作
制 御 に よ っ て 事 故 防 止 お よ び 被 害 軽 減 を 行 な う 運 転 支 援 装 置 を 得 る こ と が で き る と い う 効
果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ５ ８ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ ３ の 発 明 に よ れ ば 運 転 支 援 装 置 は 、 車 両 周 辺 の 画 像 を 取 得 し て 歩 行 者 の
有 無 、 歩 行 者 の 状 態 、 道 路 形 状 、 歩 行 者 と 自 車 両 と の 相 対 距 離 お よ び 相 対 速 度 、 周 辺 車 両
の 状 況 、 天 候 な ど を 画 像 認 識 し て 歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 危 険 の 度 合 い を 算 出 し 、 算
出 さ れ た 危 険 度 に 基 づ い て 自 車 両 の 動 作 を 制 御 す る の で 、 画 像 か ら 各 種 情 報 を 取 得 し て 事
故 発 生 の 危 険 度 を 判 定 し 、 危 険 度 に 適 応 し た 動 作 制 御 に よ っ て 事 故 防 止 お よ び 被 害 軽 減 を
行 な う 運 転 支 援 装 置 を 得 る こ と が で き る と い う 効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ５ ９ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ ４ の 発 明 に よ れ ば 運 転 支 援 装 置 は 、 車 両 周 辺 の 画 像 を 取 得 し て 歩 行 者 を
画 像 認 識 す る と と も に ナ ビ ゲ ー シ ョ ン 装 置 か ら 道 路 形 状 、 周 辺 の 地 図 情 報 、 時 刻 情 報 な ど
を 取 得 し て 自 車 両 と が 接 触 す る 危 険 の 度 合 い を 算 出 し 、 算 出 さ れ た 危 険 度 に 基 づ い て 自 車
両 の 動 作 を 制 御 す る の で 、 ナ ビ ゲ ー シ ョ ン 装 置 と 協 働 し て 事 故 発 生 の 危 険 度 を 判 定 し 、 危
険 度 に 適 応 し た 動 作 制 御 に よ っ て 事 故 防 止 お よ び 被 害 軽 減 を 行 な う 運 転 支 援 装 置 を 得 る こ
と が で き る と い う 効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ６ ０ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ ５ の 発 明 に よ れ ば 運 転 支 援 装 置 は 、 車 両 周 辺 の 画 像 を 取 得 し て 歩 行 者 を
画 像 認 識 す る と と も に 周 辺 車 両 と の 車 両 間 通 信 に よ っ て 周 辺 車 両 の 状 態 を 取 得 し て 歩 行 者
と 自 車 両 と が 接 触 す る 危 険 の 度 合 い を 算 出 し 、 算 出 さ れ た 危 険 度 に 基 づ い て 自 車 両 の 動 作
を 制 御 す る の で 、 周 辺 車 両 と 協 働 し て 事 故 発 生 の 危 険 度 を 判 定 し 、 危 険 度 に 適 応 し た 動 作
制 御 に よ っ て 事 故 防 止 お よ び 被 害 軽 減 を 行 な う 運 転 支 援 装 置 を 得 る こ と が で き る と い う 効
果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ６ １ 】
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　 ま た 、 請 求 項 １ ６ の 発 明 に よ れ ば 運 転 支 援 装 置 は 、 自 車 両 周 辺 の 画 像 を 撮 影 し て 歩 行 者
を 画 像 認 識 し 、 認 識 し た 歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 危 険 の 度 合 い を 算 出 し 、 算 出 さ れ た
危 険 度 に 基 づ い て 自 車 両 の 動 作 を 制 御 す る の で 、 自 車 両 単 独 で 事 故 発 生 の 危 険 度 を 判 定 し
、 危 険 度 に 適 応 し た 動 作 制 御 に よ っ て 事 故 防 止 お よ び 被 害 軽 減 を 行 な う 運 転 支 援 装 置 を 得
る こ と が で き る と い う 効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ６ ２ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ ７ の 発 明 に よ れ ば 運 転 支 援 装 置 は 、 外 部 と の 通 信 に よ っ て 自 車 両 周 辺 の
画 像 を 取 得 し て 歩 行 者 を 画 像 認 識 し 、 認 識 し た 歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 危 険 の 度 合 い
を 算 出 し 、 算 出 さ れ た 危 険 度 に 基 づ い て 自 車 両 の 動 作 を 制 御 す る の で 、 周 辺 車 両 や 路 上 設
備 が 撮 影 し た 画 像 を 利 用 し て 事 故 発 生 の 危 険 度 を 判 定 し 、 危 険 度 に 適 応 し た 動 作 制 御 に よ
っ て 事 故 防 止 お よ び 被 害 軽 減 を 行 な う 運 転 支 援 装 置 を 得 る こ と が で き る と い う 効 果 を 奏 す
る 。
【 ０ ０ ６ ３ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ ８ の 発 明 に よ れ ば 運 転 支 援 装 置 は 、 車 両 周 辺 の 画 像 を 取 得 し て 歩 行 者 を
画 像 認 識 す る と と も に 自 車 両 の 走 行 環 境 を 検 出 し て 車 両 動 作 を 制 御 す る の で 、 道 路 環 境 応
じ て 適 切 な 歩 行 者 保 護 制 御 を 実 行 す る 運 転 支 援 装 置 を 得 る こ と が で き る と い う 効 果 を 奏 す
る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ６ ４ 】
　 以 下 に 添 付 図 面 を 参 照 し て 、 こ の 発 明 に 係 る 運 転 支 援 装 置 の 好 適 な 実 施 例 を 詳 細 に 説 明
す る 。
【 実 施 例 】
【 ０ ０ ６ ５ 】
　 図 １ は 、 本 発 明 の 実 施 例 で あ る 運 転 支 援 装 置 の 概 要 構 成 を 説 明 す る 説 明 図 で あ る 。 同 図
に 示 す よ う に 運 転 支 援 装 置 １ ０ は 、 ナ ビ ゲ ー シ ョ ン 装 置 ２ ０ 、 自 車 カ メ ラ ３ １ 、 速 度 セ ン
サ ３ ２ 、 レ ー ダ ３ ３ 、 雨 滴 セ ン サ ３ ４ 、 路 車 間 通 信 装 置 ３ ５ 、 車 両 間 通 信 装 置 ３ ６ 、 車 内
通 知 系 ４ ０ お よ び 車 外 通 知 系 ５ ０ 、 走 行 制 御 系 ６ ０ な ど と 接 続 す る 。
【 ０ ０ ６ ６ 】
　 ナ ビ ゲ ー シ ョ ン 装 置 ２ ０ は 、 自 車 両 の 走 行 経 路 の 設 定 お よ び 誘 導 を 行 な う 装 置 で あ る 。
具 体 的 に は 、 ナ ビ ゲ ー シ ョ ン 装 置 ２ ０ は 、 Ｇ Ｐ Ｓ （ Global Positioning System） に よ っ
て 自 車 両 の 現 在 位 置 を 取 得 し 、 地 図 デ ー タ ２ １ を 用 い て 自 車 両 が 走 行 し て い る 道 路 を 特 定
し 、 車 内 通 知 系 ４ ０ を 用 い て 経 路 誘 導 を 実 行 す る 。 ま た 、 ナ ビ ゲ ー シ ョ ン 装 置 ２ ０ は 、 運
転 支 援 装 置 １ ０ に 自 車 両 の 位 置 情 報 、 道 路 形 状 、 周 辺 の 地 図 情 報 、 お よ び 時 刻 情 報 を 送 信
す る 。
【 ０ ０ ６ ７ 】
　 自 車 カ メ ラ ３ １ は 、 自 車 両 の 周 辺 を 撮 影 す る 車 載 撮 影 手 段 で あ り 、 速 度 セ ン サ ３ ２ は 、
自 車 両 の 走 行 速 度 を 測 定 す る セ ン サ で あ る 。 ま た 、 レ ー ダ ３ ３ は 、 電 波 な ど に よ っ て 自 車
両 周 辺 の 物 体 を 検 知 す る セ ン サ で あ り 、 雨 滴 セ ン サ ３ ４ は 、 降 雨 状 態 を 検 知 す る セ ン サ で
あ る 。 さ ら に 、 路 車 間 通 信 装 置 ３ ５ は 、 路 上 に 設 置 さ れ た 路 側 通 信 端 末 と 通 信 す る 通 信 手
段 で あ り 、 車 両 間 通 信 装 置 ３ ６ は 、 他 の 車 両 と の 通 信 を 行 な う 通 信 手 段 で あ る 。
【 ０ ０ ６ ８ 】
　 車 内 通 知 系 ４ ０ は 、 デ ィ ス プ レ イ ４ １ や ス ピ ー カ ４ ２ な ど を 含 み 、 乗 員 へ の 報 知 や 情 報
提 供 を 行 な う 。 こ の 車 内 通 知 系 ４ ０ は 、 運 転 支 援 装 置 １ ０ や ナ ビ ゲ ー シ ョ ン 装 置 ２ ０ 、 ま
た 図 示 し な い オ ー デ ィ オ 装 置 な ど 複 数 の 車 載 装 置 で 共 用 す る 。
【 ０ ０ ６ ９ 】
　 車 外 通 知 系 ５ ０ は 、 ホ ー ン ５ １ 、 ヘ ッ ド ラ イ ト ５ ２ 、 ウ イ ン カ ー ラ ン プ ５ ３ 、 ブ レ ー キ
ラ ン プ ５ ４ な ど を 含 み 、 自 車 両 周 辺 へ の 報 知 や 情 報 提 供 を 行 な う 。 具 体 的 に は 、 ホ ー ン ５
１ は 、 車 両 周 辺 に 自 車 両 の 存 在 を 報 知 す る 警 音 器 で あ る 。 ま た 、 ヘ ッ ド ラ イ ト ５ ２ 、 ウ イ
ン カ ー ラ ン プ ５ ３ お よ び ブ レ ー キ ラ ン プ ５ ４ は 、 そ れ ぞ れ 自 車 両 前 方 の 照 明 、 右 左 折 の 報
知 、 減 速 の 報 知 な ど を 行 な う 車 載 灯 具 で あ る 。 運 転 支 援 装 置 １ ０ は 、 こ れ ら の 車 載 灯 具 を
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車 両 周 辺 に 対 す る 危 険 報 知 に 利 用 す る 。 さ ら に 、 運 転 支 援 装 置 １ ０ は 、 周 辺 の 他 車 両 に 対
す る 報 知 に 車 両 間 通 信 装 置 ３ ６ に よ る 車 両 間 通 信 を 利 用 す る 。
【 ０ ０ ７ ０ 】
　 走 行 制 御 系 ６ ０ は 、 エ ン ジ ン 制 御 装 置 ６ １ 、 ブ レ ー キ 制 御 装 置 ６ ２ 、 変 速 制 御 装 置 ６ ３
、 ス テ ア リ ン グ 制 御 装 置 ６ ４ 、 乗 員 用 エ ア バ ッ グ ６ ５ お よ び 歩 行 者 用 エ ア バ ッ グ ６ ６ を 含
む 。
【 ０ ０ ７ １ 】
　 エ ン ジ ン 制 御 装 置 ６ １ は 、 運 転 者 に よ る ア ク セ ル ペ ダ ル の 操 作 な ど に 基 づ い て 、 エ ン ジ
ン の 回 転 数 な ど を 制 御 す る 制 御 装 置 で あ る 。 ま た 、 ブ レ ー キ 制 御 装 置 ６ ２ は 、 運 転 者 に よ
る ブ レ ー キ ペ ダ ル 操 作 な ど に 基 づ い て 、 自 車 両 の 減 速 制 御 を 行 な う 制 御 装 置 で あ る 。
【 ０ ０ ７ ２ 】
　 同 様 に 、 変 速 制 御 装 置 ６ ３ は 、 運 転 者 に よ る シ フ ト レ バ ー の 操 作 状 態 や エ ン ジ ン の 回 転
数 に 基 づ い て 駆 動 系 の ギ ア チ ェ ン ジ を 行 な う 制 御 装 置 で あ り 、 ス テ ア リ ン グ 制 御 装 置 ６ ４
は 、 運 転 者 の ハ ン ド ル 操 作 に 基 づ い て 車 両 の 舵 角 を 制 御 す る 制 御 装 置 で あ る 。
【 ０ ０ ７ ３ 】
　 乗 員 用 エ ア バ ッ グ ６ ５ は 、 衝 突 な ど に よ っ て 自 車 両 に 衝 撃 が 発 生 し た 場 合 に 展 開 し 、 乗
員 の 保 護 を 行 な う 乗 員 保 護 機 構 で あ る 。 ま た 、 歩 行 者 用 エ ア バ ッ グ ６ ６ は 、 自 車 両 と 歩 行
者 と が 接 触 し た 場 合 に 展 開 し 、 歩 行 者 の 保 護 を 行 な う 歩 行 者 保 護 機 構 で あ る 。
【 ０ ０ ７ ４ 】
　 運 転 支 援 装 置 １ ０ は 、 そ の 内 部 に 画 像 処 理 部 １ １ 、 画 像 認 識 部 １ ２ 、 危 険 度 算 出 部 １ ３
お よ び 車 両 動 作 制 御 部 １ ４ を 有 す る 。 画 像 処 理 部 １ １ は 、 自 車 両 周 辺 の 画 像 に し て 画 像 処
理 を 行 な っ て 画 像 認 識 部 １ ２ に 出 力 す る 。 な お 、 自 車 両 周 辺 の 画 像 は 、 自 車 カ メ ラ ３ １ の
撮 影 結 果 を 用 い て も 良 い し 、 路 車 間 通 信 装 置 ３ ５ が 路 側 通 信 端 末 か ら 受 信 し た 周 辺 画 像 を
用 い て も 良 い 。 ま た 、 車 両 間 通 信 装 置 ３ ６ に よ っ て 他 車 両 が 撮 影 し た 画 像 を 受 信 し て 使 用
す る こ と も で き る 。
【 ０ ０ ７ ５ 】
　 画 像 認 識 部 １ ２ は 、 こ の 画 像 に 対 す る 画 像 認 識 に よ っ て 歩 行 者 の 有 無 を 判 定 す る 。 そ し
て 、 歩 行 者 の 存 在 を 検 出 し た な ら ば 、 危 険 度 算 出 部 １ ３ は 歩 行 者 と 自 車 両 と が 接 触 す る 可
能 性 （ 危 険 度 ） を 算 出 す る 。 車 両 動 作 制 御 部 １ ４ は 、 こ の 危 険 度 に 基 づ い て 車 外 報 知 系 ５
０ や 車 両 間 通 信 装 置 ３ ６ 、 走 行 制 御 系 ６ ０ を 制 御 し 、 歩 行 者 や 周 辺 車 両 に 対 す る 報 知 制 御
お よ び 自 車 両 の 動 作 制 御 を 実 行 す る 。
【 ０ ０ ７ ６ 】
　 こ こ で 、 危 険 度 算 出 部 １ ３ は 、 自 車 両 の 状 態 や 周 辺 の 状 況 を 示 す 各 種 情 報 を 用 い て 危 険
度 の 算 出 を 行 な う 。 図 ２ は 、 危 険 度 算 出 部 １ ３ が 危 険 度 の 算 出 に 使 用 す る 情 報 と そ の 取 得
方 法 に つ い て 説 明 す る 説 明 図 で あ る 。
【 ０ ０ ７ ７ 】
　 図 ２ に 示 す よ う に 、 危 険 度 算 出 部 １ ３ は 、 「 歩 行 者 の 有 無 」 、 「 歩 行 者 の 位 置 」 、 「 歩
行 者 の 状 態 」 、 「 歩 行 者 の 特 性 」 、 「 自 車 両 の 位 置 」 、 「 自 車 両 の 速 度 」 、 「 周 辺 車 両 の
有 無 」 、 「 周 辺 車 両 の 状 態 」 、 「 道 路 形 状 」 、 「 周 辺 の 地 図 情 報 」 、 「 時 刻 」 、 「 天 候 」
な ど の 情 報 を 使 用 し て 危 険 度 を 算 出 す る 。
【 ０ ０ ７ ８ 】
　 こ こ で 、 「 歩 行 者 の 有 無 」 は 既 に 述 べ た よ う に 画 像 認 識 に よ っ て 取 得 で き る ほ か 、 レ ー
ダ ３ ３ に よ っ て 検 知 す る こ と も で き る 。 「 歩 行 者 の 位 置 」 は 、 自 車 両 と 歩 行 者 と の 相 対 的
な 位 置 関 係 を 示 す 情 報 で あ り 、 画 像 認 識 部 １ ２ に よ る 画 像 認 識 や レ ー ダ ３ ３ に よ っ て 取 得
す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ７ ９ 】
　 「 歩 行 者 の 状 態 」 は 、 歩 行 者 が 移 動 状 態 や 向 き 、 歩 行 者 が 自 車 両 に 気 付 い て い る 、 自 転
車 に 乗 っ て い る 、 携 帯 電 話 を 使 っ て い る 、 傘 を さ し て い る 、 な ど の 状 態 を 示 す 情 報 で あ り
、 画 像 認 識 部 １ ２ に よ る 画 像 認 識 に よ っ て 取 得 す る こ と が で き る 。 ま た 、 歩 行 者 の 移 動 方
向 に つ い て は 、 レ ー ダ ３ ３ に よ っ て 取 得 す る こ と も で き る 。
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【 ０ ０ ８ ０ 】
　 「 歩 行 者 の 特 性 」 は 、 歩 行 者 の 大 ま か な 年 齢 、 た と え ば 子 供 で あ る 、 高 齢 者 で あ る な ど
を 示 す 情 報 で あ り 、 画 像 認 識 部 １ ２ に よ る 画 像 認 識 に よ っ て 取 得 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ８ １ 】
　 「 自 車 両 の 位 置 」 を 示 す 情 報 は 、 ナ ビ ゲ ー シ ョ ン 装 置 ２ ０ か ら 取 得 す る こ と が で き 、 「
自 車 両 の 速 度 」 は 、 速 度 セ ン サ ３ ２ か ら 取 得 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ８ ２ 】
　 「 周 辺 車 両 の 有 無 」 は 、 自 車 両 周 辺 に 他 の 車 両 、 た と え ば 対 向 車 や 後 続 車 が 存 在 す る か
否 か を 示 す 情 報 で あ り 、 画 像 認 識 部 １ ２ に よ る 画 像 認 識 や レ ー ダ ３ ３ に よ る 検 知 の 他 、 車
両 間 通 信 装 置 ３ ６ に よ る 車 両 間 通 信 に よ っ て 取 得 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ８ ３ 】
　 「 周 辺 車 両 の 状 態 」 は 、 他 の 車 両 の 移 動 方 向 、 移 動 速 度 、 走 行 予 定 経 路 な ど を 示 す 情 報
で あ り 、 画 像 認 識 部 １ ２ に よ る 画 像 認 識 、 車 両 間 通 信 装 置 ３ ６ に よ る 車 両 間 通 信 、 レ ー ダ
３ ３ に よ る 検 知 に よ っ て 取 得 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ８ ４ 】
　 「 道 路 形 状 」 を 示 す 情 報 は 、 ナ ビ ゲ ー シ ョ ン 装 置 ２ ０ か ら の 地 図 デ ー タ ２ １ の 取 得 や 、
画 像 認 識 部 １ ２ に よ る 画 像 認 識 に よ っ て 得 る こ と が で き る 。 ま た 、 道 路 に お け る 白 線 の 位
置 や 路 面 状 態 な ど も 画 像 認 識 に よ っ て 取 得 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ８ ５ 】
　 「 周 辺 の 地 図 情 報 」 は 、 自 車 両 が 走 行 中 の 道 路 付 近 に ど の よ う な 種 類 の 建 物 （ 住 宅 、 店
舗 、 学 校 な ど ） が あ る か を 示 す 情 報 で あ り 、 ナ ビ ゲ ー シ ョ ン 装 置 ２ ０ か ら 地 図 デ ー タ ２ １
を 取 得 す る こ と で 得 る こ と が で き る 。 ま た 、 「 時 刻 」 を 示 す 情 報 は 、 ナ ビ ゲ ー シ ョ ン 装 置
２ ０ が Ｇ Ｐ Ｓ に お い て 使 用 し て い る 時 刻 情 報 を 取 得 す る こ と で 得 る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ８ ６ 】
　 「 天 候 」 に 関 す る 情 報 、 た と え ば 降 雨 の 有 無 、 霧 の 有 無 な ど に つ い て は 、 雨 滴 セ ン サ ３
４ に よ っ て 取 得 す る こ と が で き る 。 ま た 、 ワ イ パ ー の 操 作 状 態 や フ ォ グ ラ ン プ の 点 灯 状 態
な ど か ら 降 雨 や 霧 の 有 無 を 判 定 し て も よ い 。
【 ０ ０ ８ ７ 】
　 図 ３ に 自 車 両 と 歩 行 者 と の 危 険 判 定 の 具 体 例 を 示 す 。 同 図 で は 、 自 車 両 Ｃ １ ０ が 道 路 Ｒ
１ ０ を 走 行 中 で あ る 。 道 路 Ｒ １ ０ は 、 歩 道 Ｒ １ １ と 車 道 Ｒ １ ２ に 区 分 さ れ て お り 、 歩 道 Ｒ
１ １ を 歩 行 者 Ｈ １ ０ が 自 車 両 の 方 向 に 移 動 し て い る 。 ま た 、 自 車 両 Ｃ １ ０ の 前 方 か ら は 対
向 車 両 Ｃ １ １ が 接 近 し て お り 、 自 車 両 Ｃ １ ０ の 後 方 に は 後 続 車 両 Ｃ １ ２ が 追 従 し て い る 。
【 ０ ０ ８ ８ 】
　 こ の 歩 行 者 Ｈ １ ０ の 存 在 、 相 対 距 離 お よ び 相 対 速 度 は 、 画 像 認 識 部 １ ２ に よ る 画 像 認 識
や レ ー ダ ３ ３ に よ っ て 認 識 す る と と も に 、 そ の 状 態 と 特 性 を 画 像 認 識 に よ り 判 定 す る 。 そ
し て 、 相 対 距 離 が 小 さ い 程 、 ま た 相 対 速 度 が 大 き い ほ ど 、 危 険 度 は 大 き く な る 。 ま た 、 こ
の 危 険 度 は 、 相 対 距 離 と 相 対 速 度 と か ら 将 来 歩 行 者 と 自 車 両 と が 衝 突 す る 確 率 を 基 本 と し
て 求 め ら れ る よ う に し て も 良 い 。
【 ０ ０ ８ ９ 】
　 ま た 、 歩 行 者 が 自 車 両 に 気 付 い て い な い 場 合 は 、 気 付 い て い る 場 合 に 比 し て 危 険 度 が 大
き く な り 、 歩 行 者 が 車 道 を 歩 い て い る 場 合 や 、 歩 道 が 存 在 し な い 場 合 に は 歩 行 者 が 歩 道 に
い る 場 合 に 比 し て 危 険 度 が 大 き く な る 。
【 ０ ０ ９ ０ 】
　 ま た 、 地 図 デ ー タ ２ １ や 画 像 処 理 に よ っ て 取 得 し た 道 路 Ｒ １ ０ の 道 幅 が 狭 い 場 合 に は 、
道 幅 が 広 い 場 合 に 比 し て 危 険 度 が 大 き く な る 。 さ ら に 道 幅 は 、 自 車 両 Ｃ １ ０ が 歩 行 者 Ｈ １
０ を 回 避 す る た め に 取 り う る 回 避 行 動 に 影 響 を 与 え る 。
【 ０ ０ ９ １ 】
　 加 え て 、 画 像 認 識 や 雨 滴 セ ン サ ３ ４ な ど の 出 力 か ら 路 面 状 態 を 判 定 し た 結 果 、 降 雨 、 降
雪 な ど に よ っ て 路 面 が 濡 れ て い る 場 合 に は 、 自 車 両 Ｃ １ ０ の 減 速 ・ 停 止 に 要 す る 制 動 距 離
が 大 き く な る た め に 危 険 度 が 大 き く な る 。
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【 ０ ０ ９ ２ 】
　 ま た 、 先 行 車 両 Ｃ １ １ の 存 在 も 、 自 車 両 Ｃ １ ０ の 回 避 行 動 に 制 限 を 加 え る 。 よ り 具 体 的
に は 、 先 行 車 両 Ｃ １ １ に よ る 回 避 行 動 の 制 限 は 、 対 向 車 両 Ｃ １ １ の 大 き さ 、 位 置 、 速 度 、
走 行 予 定 な ど に よ っ て 変 化 す る 。
【 ０ ０ ９ ３ 】
　 同 様 に 、 後 続 車 両 Ｃ １ ２ の 存 在 も 、 自 車 両 Ｃ １ ０ の 回 避 行 動 に 制 限 を 加 え る 。 後 続 車 両
Ｃ １ ２ の 位 置 や 速 度 に よ っ て は 、 自 車 両 Ｃ １ ０ が 歩 行 者 Ｈ １ ０ と の 接 触 を 回 避 す る た め の
動 作 制 御 を 行 な っ た 際 に 、 後 続 車 両 Ｃ １ ２ が 自 車 両 Ｃ １ ０ に 追 突 す る 可 能 性 が あ る た め で
あ る 。
【 ０ ０ ９ ４ 】
　 つ ぎ に 、 車 両 動 作 制 御 部 １ ４ に よ る 動 作 制 御 に つ い て さ ら に 説 明 す る 。 図 ４ は 、 危 険 度
算 出 部 １ ３ が 算 出 し た 危 険 度 と 、 車 両 動 作 制 御 部 １ ４ に よ る 動 作 制 御 の 対 応 関 係 の 具 体 例
を 示 す 図 で あ る 。
【 ０ ０ ９ ５ 】
　 図 ４ で は 、 危 険 度 算 出 部 １ ３ は 、 危 険 が 最 も 小 さ い 「 危 険 度 １ 」 か ら 最 も 大 き い 「 危 険
度 ７ 」 ま で の ７ 段 階 で 危 険 度 を 算 出 し て い る 。 「 危 険 度 １ 」 は 、 歩 行 者 が 存 在 す る が 危 険
度 が 比 較 的 低 い 状 態 で あ り 、 車 両 動 作 制 御 部 １ ４ は 、 車 外 報 知 系 ５ ０ や 車 両 間 通 信 装 置 ３
６ に よ る 報 知 制 御 の み を 実 行 す る 。
【 ０ ０ ９ ６ 】
　 そ し て 、 「 危 険 度 ２ 」 で は 、 車 両 動 作 制 御 部 １ ３ は 、 エ ン ジ ン 制 御 装 置 ６ １ に 対 す る 制
御 を 行 な っ て 、 車 両 の 加 速 を 制 限 す る 。 ま た 、 「 危 険 度 ３ 」 で は 、 加 速 制 限 に 加 え て 減 速
支 援 お よ び 操 舵 支 援 を 行 な う 。 減 速 支 援 は 、 具 体 的 に は 、 ブ レ ー キ 制 御 装 置 ６ ２ に 対 す る
制 御 に よ っ て 、 ブ レ ー キ ペ ダ ル の 遊 び を 少 な く す る な ど 、 運 転 者 に よ る 事 故 防 止 の た め の
運 転 操 作 を 支 援 す る も の で あ る 。 同 様 に 、 操 舵 支 援 は 、 ス テ ア リ ン グ 制 御 装 置 ６ ４ に 対 す
る 制 御 に よ っ て 、 ハ ン ド ル の 切 り 角 に 対 す る 操 舵 量 を 大 き く す る な ど 、 運 転 者 に よ る 運 転
操 作 を 支 援 す る も の で あ る 。
【 ０ ０ ９ ７ 】
　 さ ら に 「 危 険 度 ４ 」 で は 、 車 両 動 作 制 御 部 １ ４ は 、 自 動 減 速 お よ び 操 舵 支 援 を 行 な う 。
自 動 減 速 は 、 エ ン ジ ン 制 御 装 置 ６ １ 、 ブ レ ー キ 制 御 装 置 ６ ２ お よ び 変 速 制 御 装 置 ６ ３ を 制
御 し て 自 車 両 を 自 動 的 に 減 速 す る 処 理 で あ る 。 ま た 、 操 舵 支 援 を 併 せ て 行 な う こ と で 、 運
転 者 に よ る ハ ン ド ル 操 作 を 支 援 す る 。
【 ０ ０ ９ ８ 】
　 「 危 険 度 ５ 」 で は 車 両 動 作 制 御 部 １ ４ は 、 自 動 回 避 を 実 行 す る 。 こ の 自 動 回 避 は 、 エ ン
ジ ン 制 御 部 ６ １ 、 ブ レ ー キ 制 御 装 置 ６ ２ お よ び 変 速 制 御 装 置 ６ ３ に よ る 車 速 の 自 動 制 御 に
加 え 、 ス テ ア リ ン グ 制 御 装 置 ６ ４ を 制 御 し て 自 動 操 舵 を 行 な う こ と に よ り 、 歩 行 者 と の 衝
突 を 回 避 す る 回 避 行 動 で あ る 。
【 ０ ０ ９ ９ 】
　 「 危 険 度 ６ 」 は 、 事 故 の 発 生 が 不 可 避 な 状 況 で あ り 、 車 両 動 作 制 御 部 １ ４ は 、 被 害 が 最
小 と な る 方 向 へ の 自 動 回 避 と 乗 員 用 エ ア バ ッ グ ６ ５ の 展 開 を 実 行 す る 。 具 体 的 に は 、 歩 行
者 と の 接 触 を 避 け て 壁 な ど に 自 車 両 を 衝 突 さ せ る こ と で 、 歩 行 者 の 保 護 を 行 な う と と も に
、 乗 員 用 エ ア バ ッ グ ６ ５ を 展 開 し て 乗 員 へ の 衝 撃 を 軽 減 す る 。
【 ０ １ ０ ０ 】
　 さ ら に 、 「 危 険 度 ７ 」 は 、 歩 行 者 と の 接 触 が 不 可 避 な 状 況 で あ り 、 車 両 動 作 制 御 部 １ ４
は 、 歩 行 者 用 エ ア バ ッ グ ６ ５ を 展 開 し て 歩 行 者 の 保 護 を 行 な う 。
【 ０ １ ０ １ 】
　 こ の よ う に 、 危 険 度 に 対 応 し て 車 両 の 動 作 制 御 お よ び そ の 組 み 合 わ せ を 変 更 す る こ と で
、 状 況 に 適 応 し た 回 避 行 動 を 支 援 す る こ と が で き る 。
【 ０ １ ０ ２ 】
　 つ ぎ に 図 ３ お よ び 図 ４ を 用 い て 状 態 遷 移 を 説 明 す る 。 ま ず 、 図 ３ の よ う に 歩 行 者 が 自 車
両 の 進 行 方 向 に 向 か っ て 歩 こ う と し た こ と が 検 出 さ れ た と き 、 現 段 階 で の 衝 突 確 率 は 低 い
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が 危 険 性 は あ り 、 危 険 度 １ と な っ て 、 歩 行 者 に 対 し 報 知 が な さ れ る 。
【 ０ １ ０ ３ 】
　 つ ぎ に 、 歩 行 者 に 対 し て 報 知 を 行 な っ た に も か か わ ら ず 、 例 え ば 歩 行 者 が 自 車 両 を 見 て
お ら ず 、 し か も 更 に 前 記 進 行 方 向 に 近 づ き 、 歩 行 者 と 自 車 両 と の 距 離 が 縮 ま る と 、 危 険 度
が ２ と な っ て 、 自 車 両 の 加 速 の 制 限 が な さ れ る （ こ の 時 も 、 報 知 処 理 の 実 行 は 継 続 す る ）
。 す な わ ち 、 報 知 制 御 し て も 危 険 度 が 高 く な る と 、 車 両 運 動 系 の 制 御 を 行 な う の で あ る 。
【 ０ １ ０ ４ 】
　 さ ら に 歩 行 者 と 自 車 両 と の 距 離 が 縮 ま り 、 将 来 の 衝 突 確 率 が 更 に 高 く な る と 、 危 険 度 が
３ と な っ て 、 減 速 支 援 や 操 舵 支 援 な ど 運 転 者 へ の 操 作 サ ポ ー ト が な さ れ る 。
【 ０ １ ０ ５ 】
　 そ の 後 、 さ ら に 距 離 が 縮 ま り 、 将 来 の 衝 突 確 率 が 更 に 高 く な る と 、 運 転 者 の 操 作 で は 対
応 で き な い と し 、 危 険 度 が ４ と な っ て 自 動 減 速 が な さ れ る 。
【 ０ １ ０ ６ 】
　 さ ら に 衝 突 確 率 が 高 く な る と 、 危 険 度 が ５ と な り 、 運 転 者 の 操 作 で は 対 応 で き な い と し
、 自 車 両 が 自 動 的 に 歩 行 者 を 回 避 す る 回 避 制 御 、 例 え ば ス テ ア リ ン グ を 自 動 的 に 制 御 す る
等 の 制 御 を 行 な う 。
【 ０ １ ０ ７ 】
　 歩 行 者 と の 衝 突 が 避 け ら れ な い よ う な 危 険 度 ６ と な る と 、 歩 行 者 へ の 衝 突 被 害 が 最 小 と
な る よ う に 自 車 両 を 自 動 制 御 す る 。
【 ０ １ ０ ８ 】
　 更 に 、 歩 行 者 へ の 衝 突 が 直 前 と な っ た 場 合 は 、 歩 行 者 に 対 す る エ ア バ ッ グ を 展 開 し 、 被
害 を 最 小 に す る 。
【 ０ １ ０ ９ 】
　 な お 、 危 険 度 １ ～ ７ に お い て も 歩 行 者 へ の 報 知 は 行 な い 、 歩 行 者 に 退 避 を 促 し 続 け る 。
ま た 、 こ の 説 明 で は 、 危 険 度 １ か ら 危 険 度 ７ ま で の 状 態 を 順 次 的 に 説 明 し た が 、 仮 に 自 車
両 が 走 行 中 に 、 図 ３ に 示 し た 相 対 距 離 よ り も 近 距 離 で 歩 行 者 が 飛 び 出 し て き た 場 合 は 、 危
険 度 は 例 え ば ４ な ど か ら 始 ま る こ と と な る 。
【 ０ １ １ ０ 】
　 ま た 、 夜 間 や 、 歩 行 者 が 子 供 、 高 齢 者 で あ る 場 合 は 、 同 じ 衝 突 確 率 で あ っ て も 危 険 度 は
更 に 上 が る 。
【 ０ １ １ １ 】
　 更 に 、 自 車 両 が 歩 行 者 を 保 護 す る た め に 、 自 動 的 に 回 避 走 行 す る 際 に は 、 周 辺 車 両 に 対
し て も 影 響 が 出 る の で 、 こ の 回 避 走 行 す る 場 合 に 周 辺 車 両 に 対 し 、 自 動 制 御 す る 旨 の 情 報
を 車 両 間 通 信 で デ ー タ 送 信 、 あ る い は 自 車 両 の ハ ザ ー ド ラ ン プ 点 滅 な ど で 通 知 す る 。
【 ０ １ １ ２ 】
　 な お 、 図 ４ に 示 し た 危 険 度 と 動 作 制 御 と の 対 応 関 係 は あ く ま で 一 例 で あ り 、 危 険 度 は 任
意 の 段 階 数 に 設 定 す る こ と が で き る 。 ま た 、 対 応 す る 動 作 制 御 の 内 容 に つ い て も 適 宜 変 更
し て 実 施 す る こ と が で き る 。
【 ０ １ １ ３ 】
　 つ ぎ に 、 運 転 支 援 装 置 １ ０ の 処 理 動 作 に つ い て 説 明 す る 。 図 ５ は 運 転 支 援 装 置 １ ０ の 処
理 動 作 を 説 明 す る フ ロ ー チ ャ ー ト で あ り 、 同 図 に 示 す 処 理 フ ロ ー は 運 転 支 援 装 置 １ ０ の 電
源 投 入 時 に 繰 り 返 し 実 行 さ れ る 。
【 ０ １ １ ４ 】
　 ま ず 、 運 転 支 援 装 置 １ ０ は 、 自 車 カ メ ラ ３ １ 、 路 車 間 通 信 装 置 ３ ５ も し く は 車 両 間 通 信
装 置 ３ ６ か ら 自 車 両 周 辺 の 画 像 を 取 得 す る （ ス テ ッ プ Ｓ １ ０ １ ） 。 そ し て 、 取 得 し た 画 像
に 対 し て 画 像 処 理 部 １ １ に よ る 画 像 処 理 を 加 え た の ち 、 画 像 認 識 部 １ ２ に よ っ て 歩 行 者 の
認 識 を 行 な う （ ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ２ ） 。
【 ０ １ １ ５ 】
　 そ の 結 果 、 歩 行 者 の 存 在 を 認 識 し た な ら ば （ ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ３ ， Ｙ ｅ ｓ ） 、 危 険 度 算 出
部 １ ３ が 車 両 周 辺 の 情 報 を 収 集 し て 危 険 度 を 算 出 し （ ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ４ ） 、 車 両 動 作 制 御
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部 １ ４ が 危 険 度 に 対 応 し た 動 作 制 御 を 実 行 す る （ ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ５ ） 。
【 ０ １ １ ６ 】
　 そ し て 、 動 作 制 御 に よ っ て 危 険 を 回 避 し た か 否 か を 判 定 し 、 危 険 を 回 避 し て い な け れ ば
（ ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ６ ， Ｎ ｏ ） 、 自 車 両 周 辺 の 画 像 を 再 度 取 得 す る （ ス テ ッ プ Ｓ １ ０ １ ） 。
【 ０ １ １ ７ 】
　 一 方 、 危 険 を 回 避 し た 場 合 （ ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ６ ， Ｙ ｅ ｓ ） 、 も し く は 歩 行 者 が 存 在 し な
い と 判 定 し た 場 合 （ ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ３ ， Ｎ ｏ ） 、 運 転 支 援 装 置 １ ０ は 処 理 を 終 了 す る 。
【 ０ １ １ ８ 】
　 上 述 し て き た よ う に 、 本 実 施 例 に か か る 運 転 支 援 装 置 は 、 車 両 周 辺 の 画 像 か ら 歩 行 者 の
存 在 を 認 識 し 、 歩 行 者 の 状 態 や 特 性 、 自 車 両 の 状 態 、 周 辺 の 状 況 に 基 づ い て 自 車 両 と 歩 行
者 が 接 触 す る 可 能 性 （ 危 険 度 ） を 算 出 し 、 危 険 度 に 応 じ た 動 作 制 御 を 実 行 す る こ と で 、 状
況 に 適 応 し た 回 避 行 動 を 支 援 し 、 歩 行 者 と の 接 触 事 故 を 防 止 す る こ と が で き る 。
【 ０ １ １ ９ 】
　 ま た 、 他 の 車 両 や 路 側 通 信 端 末 か ら 画 像 を 取 得 す る こ と で 、 自 車 両 か ら 撮 影 で き な い 位
置 に い る 歩 行 者 を も 保 護 す る こ と が 可 能 で あ る と と も に 、 自 車 両 か 撮 影 し た 画 像 を 周 辺 の
車 両 に 送 信 す る こ と で 、 周 辺 の 車 両 に お け る 歩 行 者 保 護 を 支 援 す る こ と が で き る 。
【 ０ １ ２ ０ 】
　 ま た 、 本 実 施 例 の 他 に 、 次 の よ う な 歩 行 者 保 護 も 図 る こ と が で き る 。 す な わ ち 、 以 上 の
実 施 例 で は 、 歩 行 者 と の 危 険 度 に 応 じ て 段 階 的 に 報 知 制 御 や 車 両 走 行 制 御 を 選 択 す る よ う
に し て い た が 、 車 両 の 道 路 上 の 走 行 環 境 、 例 え ば 、 自 車 両 が 交 差 点 を 走 行 中 、 あ る い は 走
行 し よ う と し て い る 時 に 、 歩 行 者 が 画 像 で 認 識 さ れ る と 、 自 車 両 の ス ロ ッ ト ル 開 度 を 制 限
す る こ と に よ り 、 ひ い て は 車 両 の 速 度 を 制 限 し て 、 歩 行 者 へ の 衝 突 に 対 す る 安 全 性 を 向 上
す る よ う に し て も よ い 。 ま た 、 交 差 点 に 限 ら ず 、 走 行 環 境 と し て は 市 街 地 や 横 断 歩 道 、 信
号 や 学 校 な ど の 環 境 に 応 じ て 制 御 す る こ と も 可 能 で あ る 。
【 ０ １ ２ １ 】
　 さ ら に 、 歩 行 者 と そ の 他 の 障 害 物 と の 違 い に つ い て 補 足 説 明 す る 。 歩 行 者 に 対 し て は 、
衝 突 を 必 ず 避 け る 制 御 を し な け れ ば な ら な い 。 こ の た め 、 衝 突 の 可 能 性 が 高 く な る と 、 自
車 両 を ス テ ア リ ン グ 制 御 等 し て 衝 突 を 避 け る 。
【 ０ １ ２ ２ 】
　 ま た 、 危 険 度 も 歩 行 者 の 状 態 （ 体 の 向 き や 年 齢 な ど ） に 応 じ て も 制 御 す る 必 要 が あ り 、
こ の 点 で 単 な る 障 害 物 と の 差 異 が あ る 。 更 に 、 衝 突 を 避 け な け れ ば な ら な い こ と か ら 、 通
常 の 障 害 物 と の 衝 突 判 定 の 閾 値 よ り も 、 歩 行 者 に 対 す る 閾 値 の 方 を 低 く し て 感 度 を 上 げ る
よ う に す る 。
【 産 業 上 の 利 用 可 能 性 】
【 ０ １ ２ ３ 】
　 以 上 の よ う に 、 本 発 明 に か か る 運 転 支 援 装 置 は 、 車 両 事 故 防 止 、 特 に 歩 行 者 と の 接 触 事
故 の 防 止 に 適 し て い る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ １ ２ ４ 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 実 施 例 で あ る 運 転 支 援 装 置 の 概 要 構 成 を 示 す 概 要 構 成 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 図 １ に 示 し た 危 険 度 算 出 部 が 危 険 度 の 算 出 に 使 用 す る 情 報 と そ の 取 得 方 法 に つ い
て 説 明 す る 説 明 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 図 １ に 示 し た 危 険 度 算 出 部 に よ る 危 険 度 算 出 の 具 体 例 に つ い て 説 明 す る 説 明 図 で
あ る 。
【 図 ４ 】 危 険 度 と 動 作 制 御 と の 対 応 関 係 の 具 体 例 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 図 １ に 示 し た 運 転 支 援 装 置 の 処 理 動 作 を 説 明 す る フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ １ ２ ５ 】
　 １ ０ 　 　 運 転 支 援 装 置
　 １ １ 　 　 画 像 処 理 部
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　 １ ２ 　 　 画 像 認 識 部
　 １ ３ 　 　 危 険 度 算 出 部
　 １ ４ 　 　 車 両 動 作 制 御 部
　 ２ ０ 　 　 ナ ビ ゲ ー シ ョ ン 装 置
　 ２ １ 　 　 地 図 デ ー タ
　 ３ １ 　 　 自 車 カ メ ラ
　 ３ ２ 　 　 速 度 セ ン サ
　 ３ ３ 　 　 レ ー ダ
　 ３ ４ 　 　 雨 滴 セ ン サ
　 ３ ５ 　 　 路 車 間 通 信 装 置
　 ３ ６ 　 　 車 両 間 通 信 装 置
　 ４ ０ 　 　 車 内 通 知 系
　 ４ １ 　 　 デ ィ ス プ レ イ
　 ４ ２ 　 　 ス ピ ー カ
　 ５ ０ 　 　 車 外 報 知 系
　 ５ １ 　 　 ホ ー ン
　 ５ ２ 　 　 ヘ ッ ド ラ イ ト
　 ５ ３ 　 　 ウ イ ン カ ー ラ ン プ
　 ５ ４ 　 　 ブ レ ー キ ラ ン プ
　 ６ ０ 　 　 走 行 制 御 系
　 ６ １ 　 　 エ ン ジ ン 制 御 装 置
　 ６ ２ 　 　 ブ レ ー キ 制 御 装 置
　 ６ ３ 　 　 変 速 制 御 装 置
　 ６ ４ 　 　 ス テ ア リ ン グ 制 御 装 置
　 ６ ５ 　 　 乗 員 用 エ ア バ ッ グ
　 ６ ６ 　 　 歩 行 者 用 エ ア バ ッ グ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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